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◊川崎布郎布計画法施行令第::1粂ただし杏の規定
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| ◊川崎市[.川民姑成保険条例の-郎を改正する粂例
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'[規則]

;◊川崎市手数料弟例の一部を改:|1:する条例の--部
  の施行期日を足める規則（沁||号）13

'0111崎市納税貯甚組介焚趾規則の-郎を改|1・:する
  HlHil  13

◊ 川崎iff公害防止等屯活項境の保全に関する条例

  施行規則の一部を改正する規岬¢:U七-! 13

I ◊川崎ih一連築据準法施行細則の-・部を改正する悦

  （ 則[第|4号）14
[監査公表]

1 ◊川崎市做員借置附求に係る檻査の結果について

  ¢第H号）

  ◊祐奎の結果について7 -v) se

◊定期監査の結果の報告に基づく桁貯について

  1 (律 8 号) 34

  条例

川埼市*貝の給なに関する灸例の一部を改正する粂例

をここに公布する。

平成ぼ|ペ! filSH

川略巾妊PS部孝夫

川峙市条K第1号

111崎ル・昧以の給リに閲する粂例の一部を改J1:する

粂例

川崎市城釘の給与に闇する条例 く昭和ぬ年川崎市条例

弟29号）の--部を次のように改正する。

窮4粂第8項中「5S；SJを「55迸（医療摘鉛料衣⑴の

適用を受ける嚴員及び大学教育班給料Sの適俎を受ける

味fl f助手を除く。》にあっては，57窺〉」に改める。

附則

c施欄m

 1この条例は，平成15年:4 π1πから施行する。

(経過措超）

?この条例による改正後の川崎市)拔員の給ノ-バこ™する

条例第4粂第S項の規定の適fflについては・洞項中

「巧歳」とあるのは，この粂例の施行の日（以下「施

5〒R」という。> から・P成l(i年3 H31I]までの叫にお

いては「53歳一!とし，同年・1月1Hから平成18年:！月

31Hまでの問においてj 土「57汲」とし，同年I R

から平成如年3乃3UJまでの問においては「56哉」と

し，「5?歳Jとあるのは，施行||から-f成K;年3/Uf

Elまでの問においては「58迸」とする。
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料から適用し，平成1パ:-S分までの保険科については，

なお從前の例による。

3改i:前の条例（以下「旧条例」という。）附則第9

項の規定により丘み替えて通fflされる旧条例弟13条の

規定による平成M年度分までの保険料については，な

お從前の例による。

平成15年度分の保険打について新条例第1.3条の規定

を適用する場合においては，同条第2号に規定十る領

については，同ぢの規定にかかわらず，平成巧年|a;分

の老人保箱法（昭和リ半法袱第舶け）の規妃による拠

出金の納付に要する費用の延込額から次に揭げる額の

見込額の合算®¢控除した額とする。

ill平成1S年度分の老人保健法の規定による拠出金の

納付に要する¢用に係る|xjの負担金の額

⑵R康保険法等の部を改正する法槌（平成1・1卑法

律第102号）附則第28粂第2鵬2甘に掲ける額

[）平成16年度分の保険料について折条例第13条の規定

を適用する場合においては，同条第2号に規定する額|

については，同けの坦定にかかわらず，平成び年度分・

の老人保律法の規定による拠出金の納付に要する用

の見込額から次に掲げる額の見込額の合算組を控除し

た額とする、

⑴平成1S年度分の老人保健法の規定による拠出金の

納付に要するW用に係る国の只担金の額

⑴解康保険法等の---部を改正する法律附則第2り粂弟

2項第2号に掲げる額

  規則

川崎市手数料条例の-部を改正する粂例の一部の施行

助Eを定める規則をここに公布する。

乎成15年3月18E

川崎市畏阿部孝夫

川鏑市規則第11号

川崎市手数粹粂例の-部を改正する粂例の一郎の

施行期日を定める規則

川崎市手数ぞ条例の一訊を改正する粂倒（平成1『:年川

崎市粂例第7.号1附則ただし富に規定する改iE規定の施

行期Edは，平成!5年S片:^!とする:：

川崎市納税貯蓄組合契励規則の--部を改正する規則を

ここに公布する、

平成15年3月18日

JNKfrTiK M郎孝夫

川椅市規則第12号

川崎市納税貯茶組合奨励規則の部を改正する規

  ' 則

  I 川崎市納棍貯菩組合焚励規則（昭和30年川崎市規則第

I Ei t>)の一部を次のように改正する,、
  | 粂中l以下「怯|という。」を削り，r図るとと
1もに，」を「回り，もって」に改め，「について定めるこ
Iと」を削る。

| 弟3 ¢中「弟IV様式」をr別記條式」に改める，
第4条から第7条までを則乙。

  j 沁s粂の見山しを「(餌問）|に改め・岡条中r若しく
は一|を「又|よ」に.「質f川し・父は約助金の交付に閲し

1て組合の帳褌縣類を検査させる」を「質|!11させる』に改

|め・同条を第4条とする,，
  i 弟り条を削り・条を第5粂とし，第1】粂を弟fi条
とする。

防2り様式を削り・貌1母柚式を別記柿式とする。

附則

(施行期口）

Iこの規IWは，f成I押-4 Jj1| |かM(S行する。

t経遇措!S)

2 平成U牟度分までの補助金については・なお従前の

例による。

(川崎市市税条例施行規則の一部改正）

5川崎市市税条例施行規則（昭和25年川崎市規則第2S

ウ）の一部を次のように改正する。

別表]弟8攻弟2什及び第3号を削り,項第4号

巾「第S条」を「第4粂」に改め・「及び検査」を削

f], I可号を同逍第2号とし・問也第5号を削る。

(11 i蟠市市税条例施行規剖の一部改IEに伴う経過桔置）

4 前項の規定による改正後の川崎市柑税粂例施行規則

別表1革S項の規定にかかわらず，平成14年度分まで

の補助金に係る爪務については，なお従前の例による。

川椅市公與妨止等生活環境の保令に関する条例施行規

則の一部を改正する規則をここに公布する。

-T-成]5年3月18 3

川崎市畏阿郁孝夫

川崎市規則第13号

川崎市公酋防止等生活環境の保全に問する粂例施

行規則の一部を改正する規則

i川椅市公杏防止等生活環境の保全に閲する条例施行規
,HIJ (平成じ平川*S市規則第12S号）の-部を次のように

改正するB

  ! 第̂(条第i項第3号を次のように改める、

⑶竹木材（伐採した竹木及び竹木の枝を含む。）

第5條第3項に次の2号を加える。

1.?；草花
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<落®

あ53条¢ 3項妨2リ中Iに什い・Tfd燃焼行為iJを

「のため;こやむを徘ないものとしてifう燃焼行為（燃焼

fr為を行5而積が0.5平7； メ ー・[-ル來満のものに限り,

かつ，一,に改め・同項第・3SJ-を削同項に次の3&S-

加える。

!k火災予防芯のための,武W若しくは研兜父L）̂y災訓|
練に伴う燃;改行為

II理災,風水苫その他の災古¢>応溢対策又は復旧のI

  ために必要な燃焼む為I

 ぐ・たき火その他π常屯活を位むt:で行われるような|
燃焼け為であって.やむを得ないものとして行う燃I
焼行為焼行為を行う耐wがas平カ・メートル去!
満のものに服り・かつ，た成樹断，ゴム・油®又は!
布を含まないものに限る,.:|

別衣第6弟1¢{中「別衣第|の51の項に揭げるJを削:

  I 4炉内温a,il.祀じん装拘人口温|¢

  i 計，附果濃|¢針及ぴ-酸比炭索濃肛
  ! 針卯びにこれらの配姑装俄を設i?¢す

  I ること;，
3 燃攻ガスの壯度をぱつために必妥

  な助燃装粗を牌粗すること。ーー|

別衣第(i第Z項中「別-衣;ft Iの1;1の項[こ掲げる」を削

 る，

附則

<施行期日）

Iこの規則は，公布のEIから施行する、

(経過措E)

  ・I この規則の施行の際現に没盥されている改正後の規

則別表第1の51の項に相げる晚畑物焼却炉（I時叫当

た|)の煉却能力が2(10キログラム木餌の椎棄物塘却炉

(火格-了-而積が・2平方メー I、ル以[:のものを除く。）に

  り，k】項第ビぢの衣を次のよ-‘バこ改める。|

    -—— 丁，― ―； !
   施没の規咬1 拉 M 基準|
   ——一]一 -- |

IBj問当たりの從却 I 空気收人口及び煙突の先端以外に ！

  能力が2CUキログラ廃彙物戊却炉内と外気とが接するこ’|
  ム・ぶ捕（火格子而快となく，拘焼:・Kにおいて発生するガ [

  が2 ‘トリ/メートル以スf以ドre焼ガス」tいうnJの !
  上のものを5K。）； it度が卯〇度以上の状赳で廃棄物を

  : 焼却でさること,

I 2燃焼に必要な置の空気の遇風が良
I ¢fなもめであることc

i 3 外気.と遇断された状取で，足・ず|
'つ®楽物を燃焼室に役入できる設偉!
を没®すること（ガス化燃暁方式そ|

の他の摘迪上やむを得ないと迪めら|
れる方式の屏栗物境却炉の場合を除

1峙|||]当たりの焼却

能力が200キ〇グラ

ム以!. !]峙甜当た

I)の埃却萌んが200

iキロ'/ラム未満であ
・って.火格・f面積が

I 2 ・てり・/メートル以上

Iのものを含む。）

4 炉内®®計及びこれの記録装置を

M瞳す石こと（別丑¢ Iの51の砥に

祀げる萌®物後却炉以外のS実物焼

却炉にあっては，炬内狙度計の睨圃

に揉るK分に限る〇)¢

s 燃焼ガスの温|.¢を保つために必要

な助燃装度を段®することe

1空気取人口及び理突の先端以外に

s棄物堆却炉内と外気と力褄するこ

となく，燃焼ガスの?HI¢が300度以

上の状S.で境棄物を焼母で§ること、

2燃我に必要な歎の空気を麺整でき

る投角をKEすること。

3外気と遮断された状態で.定置ず

つft¢棄物を燃焼年に投入できる投摘

C1時間汽たりの焼却能力が2.M0キ

ログラム以上の曳楽物焼却炉に¢>ぅ

ては，定ftずつ溌奉物を燃焼室に投

人できる抛給装を股Kすること

I (ガス化燃焼方式の廃棄物焼却炉の

|場合を除く・，）

限り・役置の工事がされているものを念む。）にあっ

ては.改E後の規則別表第（；弟1項坊2号の衣の設備

雄準の欄に定めるiid録装牌の没|もこ係る部分は.規SW

で定める日から適用する

川崎ih述築基準法施行細則の一部を改止する姐則をこ

こに公布ずる。

平成15年3月18H

川崎If長阿郎穿：夫

川崎市規則第14号

川崎市建築基浮法施行削則の・部を改正する規則

川崎市述築基準法施行飽則¢平成5年川崎市規則第65

号）の一郎を次のように改||:-する，

沈;1S条を次のように改める-

第f8粂削除

弟20粂坑1項中「弟10粂の5第|)S」を「第10条の4

の；;第！項」に改める。

第31条の見出し中「此定」の次[こ「又は許を加え，

同条焙1怕中「父は第;i項」を「若しくは第2珀」に改

め・「認定』の次に「又は同条第3項若しくは弟4項の

規定による許可」を加え，同粂第2唄巾「叶画曹」の次

にU認定の申詔にあっては眩定に係るものに限り・許

可w申晴にあっては許可に係るものに限る。）その他市

aが必要と認めるもの,|を加え，m粂第3頂を同条萌4

項とし，同条第2項の次に次の1項を加える。

3 者令弟10粂の第3項第3号の俎定により法第朗粂

の？第:;項の規定による許町を申請しようとする者以

外に対象区域内の±地について所打権又は借地権を有

する者がある場合の市長が定めるKJ#又は耆而は，妬

I項各り-に掲げるものとする。


